
北方町認知症高齢者等見守りシール交付事業
北方町では、行方不明となるおそれのある認知症高齢者等に対して、見守りシールを交付して認
知症高齢者等の安全確保の仕組みを整える事業を実施します。行方不明になった際に、いち早く
発見、保護、ご帰宅ができるよう、衣服や持ち物等に貼ったQRコードを発見者が読み取り、インター
ネット上の伝言板を通して、ご家族と発見者が直接やり取りができる仕組みです。

特徴

耐洗ラベルと蓄光シール 引き取りまでのご本人のストレス軽減 ２４時間３６５日ＯＫ

ご本人への声掛けをスムーズに 特別なアプリ等は必要なし 個人情報は表示されません

耐洗ラベル３０枚
蓄光シール１０枚
を交付します。

事前に登録しておくことで、発見者がQR

コードを読み取った際、対処方法が分か
るようになっています。

夜間も伝言板を通してやり取りが可能で
す。登録したメールアドレス（最大３名）へ
瞬時に発見通知メールが届きます。

認知症の方だと気付いてもらいやすくなり、
発見者が声をかけるきっかけになります。

登録～伝言板のやり取りまでスマートフォ
ンさえあればすべてのやり取りが行えま
す。

氏名・住所・連絡先等、個人を特定する情
報の登録は必要ありません。

対象者

次の条件をすべて満たす方
① 40歳以上で北方町に住民票がある方
② 認知症の診断を受けている方
③ 在宅で生活されている方

≪申請・お問い合わせ≫

北方町地域包括支援センター 住所：北方町長谷川1丁目1番地
ＴＥＬ：０５８－３２３－５５４０

申請に必要なもの

 北方町認知症高齢者等見守りシール交付
事業利用申請書
（北方町地域包括支援センターで受け取れます）

 申請者の印鑑
 診断書

（要介護認定における主治医意見書や認定調査票
に認知症の記載がある場合は必要ありません）費用 無料



申請から行方不明→保護→引き渡しまでの流れ

申請・調査
保
護
者

初期設定
保
護
者

ラベル・シールの貼付
保
護
者

行方不明→保護

ＱＲコード読取
発
見
者

情報の確認・現在地入力
発
見
者

決定

読取通知メール受信
保
護
者

発見通知メール受信
保
護
者

伝言板でやりとり

お迎え→ご帰宅

既往歴や保護時に注意すべきことを詳細に記入して
おくことで、発見者がご本人に接する際の手助けにな
ります。ケアマネジャーに相談しながら、適切に記入し
ましょう。

発見者がＱＲコードを読み取るだけで自動的に読取通
知メールが届きます。

警察や病院が保護した場合のみ、電話番号の記載が
可能です。

発見者が発見情報を入力すると自動的に発見通知
メールが届きます。

効果的な貼付例

※北方町認知症高齢者等見守りシール事業の対象となる方は、『認知症高齢者等
個人賠償責任保険事業』の申請も合わせて行うことができます。

耐洗ラベル（アイロンで貼り付けられるもの）

上着上腕

上着後部

帽子

※衣服の内側などに貼付するのは避けてください。

蓄光シール（アイロン不可のもの）

キーホルダー

かばん

シルバーカー

杖

申請された方には、簡単な聞き取り調査を行います。


